
 

 

 

 

 

 

 

平 成 27 年 度 

 

 

収 支 予 算 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 3月 19日 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人省エネルギーセンター 

 

 

平成27年4月 1日 

～ 

平成28年3月31日 



 

i 

平成 27 年度事業基本方針 

 

１．基本認識 

 現在、我が国においては、エネルギーに関し、東日本大震災における福島第

一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、安全性の確保を前提に、エネルギーの

安定供給、最小の経済負担、環境への適合（所謂 Ｓ＋３Ｅ）を同時に図って

いくことが不可欠となっています。 

 また、国際的には地球温暖化防止の観点から、世界各国が一体となって温室

効果ガスの抑制・削減に取り組むことが喫緊の課題となっています。 

以上のような状況に対応するためには、我が国において、現実的でバランス

のとれた「エネルギー・ミックス」の実現を図るとともに、「徹底した省エネ」

を進める必要があります。 

 併せて国際貢献の観点から、世界最高水準にある我が国の省エネ技術や国際

的評価の高い我が国政策・制度の考え方を普及・活用していくことは大変効果

的です。 

 このような中、当センターは、過去 35 年以上に亘り「省エネ」を推進して

きた専門機関として、「省エネ」を巡る多様なニーズへの感度を高めながら、

今後も活動を強化していくこととしています。 
 
 

２．活動方針 

(1) 活動の視点 

当センターは、今後の省エネ推進に当たって次のようなニーズを踏まえ活

動を展開します。 
 

① 我が国省エネの更なる進化 

我が国は、生産方法や製品性能等に係る省エネ技術、更には企業等にお

ける省エネ活動の面で、世界の「トップランナー」に位置付けられています。 

しかし、今後上述の「Ｓ＋３Ｅ」を達成し、かつ、ＣＯＰ等温室効果ガ

ス削減に係る国際的活動に貢献していくためには、あらゆる経済活動や社

会活動の中で、省エネを更に浸透していくことが不可欠です。 

このためには、大震災後の厳しい電力事情の中で進んだ省エネ・節電の

定着を図るとともに、近時進展しつつあるスマート・テクノロジー等の新

技術やこれを利用したエネルギーマネジメントの手法の活用を進めながら

産業・業務・家庭等の分野における省エネを加速化していく必要があります。 
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② 世界のエネルギー・環境問題解決に資する省エネ国際貢献 

長期的に予想される中国等新興国などのエネルギー需要や温室効果ガス

の増大への対応のためには、省エネをグローバルに進めることが不可欠です。 

このような中、「省エネ先進国」の我が国への国際的期待は高く、一方当

該分野におけるビジネスが我が国にとっても極めて有望です。 

したがって途上国等における省エネ政策の立案、関連人材の育成、ビジ

ネス交流を通じた省エネ・新エネ技術の移転等効果的な省エネ協力を進め

ていく必要があります。 

 

(2) 重点活動 

具体的な事業運営に当たっては、これまでの経験の蓄積を踏まえた次のよ

うな得意分野の活動に力点を置くことしています。 

 

① 省エネ情報の発信 

我が国企業、地域、家庭等に向け、省エネ技術手法をはじめ省エネを進め

るに当たって有益な情報やコンサルティング等のサービスを提供します。ま

た、省エネに係る最新の国際情報等を収集・提供します。 

 

② 省エネ人材の育成 

研修、講座、資格制度等を通じ、我が国企業や地域の省エネ推進活動に

おいて中核となる人材の育成を支援します。また、途上国等において政策

や技術を支える人材の育成に協力します。 

 

③ 省エネ政策への協力 

省エネ法等我が国省エネ政策の実施や我が国政府の支援のもとで行われ

る途上国等における省エネ政策立案等に協力します。 
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３．平成 27年度の事業計画等の概要 

(1) 事業計画 

以上の活動方針を念頭に、平成 27 年度は具体的な事業を次の５つの柱に整

理して計画的に実施します（詳細は後述）。 

 

Ⅰ エネルギー管理技術を活用した産業省エネの支援 

Ⅱ 役立つ情報の家庭・地域・企業への発信 

Ⅲ 省エネ推進の中核的人材の育成 

Ⅳ 省エネ協力を通じた国際貢献 

Ⅴ 国家試験・研修・講習の実施 

 

（注）重点活動と５つの柱との関係 

Ⅰ、Ⅱ：主に「省エネ情報の発信」 

Ⅲ、Ⅴ：主に「省エネ人材の育成」 

Ⅳ  ：「省エネ情報の発信」及び「省エネ人材の育成」 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ：「省エネ政策への協力」の項目が含まれる。 

 

(2) 収支予算等 

平成 27 年度の事業計画に基づく予算及びその策定方針は次のとおりです。 

 

① 予算規模は、センター独自の事業、国・関係機関からの受託事業等の規模

を想定し、全体としては平成 26 年度に比べほぼ同額の 27 億円程度を見込ん

でいます。 

 

② センター独自の事業については、新たな事業の開発、既存事業の拡充を通

じ、規模の拡大・内容の充実に可能な限り努めることとします。 

 

③ 国等の受託事業についても、政策協力の観点から積極的に競争入札の応札

等を行い、提案・企画能力、コスト競争力を強化しつつ、事業拡大に努めます。 

 

④ 一般財団法人としての運営にあたっては、認可時に内閣府に提出した公益

目的支出計画を着実に実施してまいります。 
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(単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 0 0 10,163,000 10,163,000
特定資産運用益 0 0 9,854,000 9,854,000
賛助会費 0 0 165,560,000 165,560,000
事業収益 29,000,000 881,866,000 0 910,866,000

試験・講習事業収益 0 491,320,000 0 491,320,000
出版事業収益 0 158,007,000 0 158,007,000
技術講座等事業収益 0 100,411,000 0 100,411,000
その他事業収益 29,000,000 132,128,000 0 161,128,000

受取補助金等 1,358,789,000 206,533,000 0 1,565,322,000
受取国庫補助金収益 549,998,000 0 0 549,998,000
受取受託収益 808,791,000 206,533,000 0 1,015,324,000

雑収益 0 0 2,060,000 2,060,000
受取利息 0 0 60,000 60,000
雑収入 0 0 2,000,000 2,000,000

経常収益計 1,387,789,000 1,088,399,000 187,637,000 2,663,825,000
（２）経常費用

事業費 1,445,097,930 1,026,804,215 - 2,471,902,145
職員等人件費 414,995,000 231,586,000 - 646,581,000
臨時雇用員費 196,892,000 106,307,000 - 303,199,000
旅費交通費 167,324,000 20,903,000 - 188,227,000
賃借料 20,449,000 6,116,000 - 26,565,000
諸謝金 147,964,000 86,993,000 - 234,957,000
会場費 32,004,000 102,669,000 - 134,673,000
印刷製本費 27,327,000 41,267,000 - 68,594,000
委託費 80,349,000 37,603,000 - 117,952,000
その他事業費 357,793,930 393,360,215 - 751,154,145

管理費 - - 149,651,000 149,651,000
職員等人件費 - - 90,731,000 90,731,000
臨時雇用員費 - - 7,800,000 7,800,000
減価償却費 - - 1,420,000 1,420,000
賃借料 - - 15,500,000 15,500,000
租税公課 - - 7,700,000 7,700,000
短期借入金利息 - - 500,000 500,000
その他事務費 - - 26,000,000 26,000,000

経常費用計 1,445,097,930 1,026,804,215 149,651,000 2,621,553,145
当期経常増減額 △ 57,308,930 61,594,785 37,986,000 42,271,855

２．経常外増減の部

（１）経常外収益 0 0 0 0
（２）経常外費用 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 57,308,930 61,594,785 37,986,000 42,271,855
一般正味財産期首残高 1,358,348,039 148,108,206 133,607,000 1,640,063,245
一般正味財産期末残高 1,301,039,109 209,702,991 171,593,000 1,682,335,100

Ⅱ．指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 700,000,000 0 0 700,000,000
指定正味財産期末残高 700,000,000 0 0 700,000,000

Ⅲ．正味財産期末残高 2,001,039,109 209,702,991 171,593,000 2,382,335,100

(注) 短期借入金限度額 ： 経常収益の合計額を限度とする。

平成２７年度収支予算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

法人会計 合              計科                 目 実施事業等会計 その他会計
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収支予算書の会計区分表記の説明について 

 

 

<実施事業等会計> 

公益法人から移行認可を受けた一般財団法人が、公益目的支出計画に沿って公益目的財産額

を費消するために実施する事業の会計区分。 

 

 

<その他会計> 

移行認可を受けた一般財団法人が、実施事業以外の事業の費用と収益を、整理するために設

けられた会計区分。 

 

 

<法人会計> 

直接には事業の収益に関わらない、評議員会、理事会の開催運営費、常勤の理事、監事、評

議員の報酬等、管理部門で発生する費用と収益を整理するために設けられた会計区分。 

 

以上 

 
 


